
 

別記様式－３－１ 

 
東京都入札監視委員会定例審議概要  

 

  開催日及び場所   平成30年４月20日（金）  都庁第二本庁舎１階入札室Ａ 

  委     員 工学院大学建築学部建築学科教授    遠藤 和義 （部会長） 

弁護士              木下 潮音 

弁護士              森岡 誠 

弁護士              若林 美奈子 

                         計４名（敬称略） 

談合情報案件 

項    目 工   事  物品・業務 件数計 

  談 合 情 報 ０件 １件 １件 

 うち検討結果疑義 ０件 ０件 ０件 

委員か 
 らの意 
 見・質 
 問、そ 
 れに対 
 する回 
 答等 

意見・質問 回  答 

＜議案１＞ 

 

Ｑ 談合の疑いのあった１回目の入札参加

者を、なぜ２回目の入札手続きで除外し

なかったのか。 

 

意見：談合情報が寄せられ中止となった案

件を再発注する場合の指名のルールを検

討すべき。 

 

 

 

Ａ 制度上除外するには、指名停止要綱

に該当することが必要だが、疑いがある

というだけでは該当していないため、指

名から除外することはできない。よって

本件指名は、現行の指名基準等を踏まえ

つつ、多数の業者が参加できるよう、競

争性の確保に配慮し適正に行った。 

 

Ｑ 入札１回目のとき、開札して入札金額

を確認しなかったのはなぜか。入札手続

きを中止した場合でも、証拠保全の観点

から、入札書の確認を行うべきではなか

ったか。 

 

Ａ 談合情報取扱要綱に基づき、談合情

報検討委員会を開催し、審議の結果、開

札前に中止を決定し、中止処理を行っ

た。一連の手続きは、要綱に基づき適切

に処理されている。 

システム上、手続きの中止処理をする

と暗号化され中身が見られなくなるこ

ともあるが、今後、証拠保全の必要性も

考慮し、入札手続きを取り止める場合の

事務処理フローについて検討する。 

 

意見：業者への事情聴取等談合処理の対応

は、現在事業所管部署で実施しているが、

コンプライアンスの観点から、管理部門

等、事業所管以外の部局が関与する体制を

検討すべき。 

 

Ａ 談合情報処理における他部門による

チェック体制を検討する。 

委員会 
 による 
 報告又 
 は意見 
 の具申 

 

  本件の談合案件の処理は、現行規程に基づき、適正に行なっている。 

  談合情報が寄せられ、１回目を中止した場合の事務処理手続きや、２回目を行う場合

の指名のルールなど、現行の処理フロー見直しが必要と考えるため、制度部会で検討す

るよう委員会へ申し入れることとする。 

 

 


